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目的 
保護者の就労形態の多様化や緊急的な保育ニーズに対応するため、一時的な預かり

保育を実施し、子育てがしやすい環境を支援します。 

対象児 

町内在住でこども園や幼稚園に入園していない満１０か月以上の乳幼児 

＊体調不良の場合は除きます。 

＊薬はお預かりできません。 

利用理由 

（1） 保護者の就労・職業訓練・就学などにより家庭での保育ができないとき 

（2） 傷病・災害・事故・出産・看護・冠婚葬祭等により、一時的に家庭での保育

ができないとき 

（3） 保護者のリフレッシュ 

（4） その他の理由で一時預かりが必要と認められたとき 

利用時間 平日 午前８時～午後４時の間   ※今年度、初めて利用される時は最長４時間まで 

利用人数 事業内容により利用可能人数の変動あり（１日最大３人まで） 

利用日数 １週間あたり最大３日まで利用可能 

予約方法 

・利用したい日の１か月前より、直接または電話にて受付け 

・１か月前が土日または祝日にあたっている場合は、その前日に予約可能 

受付時間 ８：３０～１６：３０ ＴＥＬ８４－２２１４ ※時間外の受付不可 

提出書類 

・「川崎町子育て支援センター 一時預かり登録申請書」（年度毎） 

   ※今年度、初めて利用を希望する日の遅くとも前日まで提出してください。 

また、その際に内容について確認（面接）させていただきます。 

・「川崎町子育て支援センター 一時預かり利用申請書」（毎回） 

給食 

(1) ０～２歳児 

・完全給食（ごはん+おかず） ・おやつ（１０時・１５時） 

(2) ３～５歳児 

   ・副食給食（おかずのみ）   ※「白飯とはし」を持参 

   ・おやつ（１０時・１５時） 

※アレルギーのあるお子さんは事前にご相談ください。また、医師による証明書が必要です。 

令和６年度川崎町子育て支援センター 

一時預かりのご案内 



 

 

利用料金 

年齢区分 時間 利用料 

０歳児  Ｒ５．４．２～ 

１歳児  Ｒ４．４．２～Ｒ ５．４．１ 

２歳児  Ｒ３．４．２～Ｒ ４．４．１ 

４時間超過 １，５００円 

４時間以下 １，０００円 

３歳児  Ｈ２．４．２～Ｒ ３．４．１ 

４歳児  Ｈ３１．４．２～Ｒ ２．４．１ 

５歳児  Ｈ３０．４．２～Ｈ３１．４．１ 

４時間超過 １，２００円 

４時間以下   ７００円 

納入方法 おつりのないように直接職員まで納入してください。 

※当センターの事業内容により、お預かりできない日もあります。ご了承ください。 

持ち物 ～すべてに名前を記入して下さい～ 

必ず準備するもの 必要に応じて 

□着替え（２組） □哺乳瓶・ミルク 

□白飯とはし（３～５歳児） □おむつ（５～６枚） 

□おしぼり（３枚） □おしり拭き 

□汚れ物入れ袋（３枚） □おむつ替えマット※座って下着の着脱をする場合も必要 

□昼寝用バスタオル（２枚） □食事用エプロン 

□パジャマ □水筒 

□ぼうし  

□外靴  

※昼寝用布団は当センターのものを使用します。 

 

✿問い合わせ先✿ 

川崎町子育て支援センター 

ＴＥＬ ８４－２２１４ 

（平日 ８：３０～１６：３０） 

 


